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秋田県後期高齢者医療広域連合規則第６号 

 

秋田県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則の一部

を改正する規則 

 

秋田県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則（平成20年

秋田県後期高齢者医療広域連合規則第２号）の一部を次のように改正する。 

第14条第１項第１号中「あんま」を「あん摩」に改め、同条第３項中

「後期高齢者医療給付支給決定通知書」を「後期高齢者医療給付支給決定

通知書（様式第15号）」に、「後期高齢者医療給付支給申請却下通知書」

を「後期高齢者医療給付支給申請却下通知書（様式第16号）」に改め、同

項に次のただし書を加える。 

ただし、はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の

支給決定については、後期高齢者医療給付支給決定通知書（様式第15号

の２）により当該被保険者に対し通知するものとする。 

第15条第２項中「後期高齢者医療給付支給決定通知書」を「後期高齢者

医療給付支給決定通知書（様式第15号）」に、「後期高齢者医療給付支給

申請却下通知書」を「後期高齢者医療給付支給申請却下通知書（様式第16

号）」に改める。 

第20条第３項中「後期高齢者医療給付支給決定通知書」を「後期高齢者

医療給付支給決定通知書（様式第15号）」に、「後期高齢者医療給付支給

申請却下通知書」を「後期高齢者医療給付支給申請却下通知書（様式第16



号）」に改める。 

第21条第３項中「後期高齢者医療給付決定通知書」を「後期高齢者医療

給付支給決定通知書（様式第15号の３）」に、「後期高齢者医療給付支給

申請却下通知書」を「後期高齢者医療給付支給申請却下通知書（様式第16

号）」に改める。 

第23条第２項中「後期高齢者医療給付支給決定通知書」を「後期高齢者

医療給付支給決定通知書（様式第15号）」に、「後期高齢者医療給付支給

申請却下通知書」を「後期高齢者医療給付支給申請却下通知書（様式第16

号）」に改める。 

様式第15号中「（第12条関係）」を「（第12条、第14条、第15条、第20

条、第23条関係）」に改め、同様式中「 

 

」を「 



 

」に改め、同様式の次に次の２様式を加える。 

様式第15号の２（第14条関係） 

 

様式第15号の３（第21条関係） 



 

様式第16号中「様式第16号（第12条関係）」を「様式第16号（第12条、

第14条、第15条、第20条、第21条、第23条）」に改める。 

様式第28号中「 



 

」を「 

 



 

」に改める。 

 

 



様式第40号中「 

 

」を「 



 

」に改める。 



様式第42号中「 

 

」を「 



 

」に改める。 

 

 

 


